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会議次第 

 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．会議録署名委員の指名について 

４．議題 

  報告第３０号  平成１６年度田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算 

（第１号）について 

  報告第３１号  新市建設計画（案）について 

  協議案第６号  新市の事務所の位置について（継続協議） 

  協議案第６０号 事務組織及び機構の取扱いについて（提案） 

  協議案第６１号 病院及び診療所の取扱いについて(提案) 

 その他 

 

５．閉会 



開会 13:30 

 

○事務局長 皆様、本日は大変ご苦労様でございます。定刻になりましたので、ただ今か

ら第 18 回田沢湖･角館･西木合併協議会を開会いたします。開会にあたりまして、会長で

あります、佐藤田沢湖町長よりご挨拶を申し上げます。 

○会長 今日は第 18 回の田沢湖・角館・西木合併協議会の開会にあたりまして、一言ご

挨拶を申し上げます。今年の年も、いよいよ冬の気候になってまいりましたが、ここしば

らくは、天候が非常に温暖でありまして、体調の関係については、一挙に冬が来るのでは

ないかなと感じられる今日この頃でございます。今日まで、先月の定例協議会から、やや

1 ヶ月ということになる訳でありますが、この間皆さんからいろいろな要望を頂戴してま

いりましたが、経過について若干説明を開会の挨拶の中でさせていただきまして、そのあ

といろいろと審議に入らせていただきたいと思います。皆さんもご承知のように、提案を

して参りたいという事で事務所の位置、あるいは機構の関係、組織の関係について、いろ

いろ事務局との協議を重ねて参りましたが、ご承知のようにこの案件は何と言っても協議

会の協議はもちろんでありますけれども、それぞれの議会の議決を必要とする案件上、私

ども、議会の組織の皆さんとの数回協議を重ねて参りました。幸い組織の関係については、

今日ご提案をいたす訳でございますが、事務所の位置等については、そうしたものを踏ま

えて、事務所の位置の協議をしていこうという事で、数回重ねて参った訳でありますが、

今日はそういう意味で定例の会の中でご提案しながら進めて参りたいと考えているわけで

ありますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。私ども、数回の協議を重ねて

きた結果については、皆さんとの審議の過程の中でご説明を申し上げて参りたいと思いま

すのでよろしくお願い申し上げます。以上、開会にあたりまして一言申し上げまして、今

日お集まりいただきましてお礼に代えたいと思います。ありがとうございます。 

○事務局長 どうもありがとうございました。それでは早速会議に入らせていただきます

が、議事は会議次第に従いまして、進めさせていただきます。ここで出席委員数の報告を

いたします。本日、角館町の沢田委員から欠席届が出ております。現在 27 名の委員の皆

様のご出席を願っており、合併協議会規約によりまして、本会議が成立いたします事をご

報告いたします。次に委員の皆様にお願いでございますが、会議における発言につきまし

ては、会議録を作成する為に、録音しておりますので、発言の際はマイクをお持ちします

ので、町村名とお名前をおっしゃってからご発言くださるようお願いいたします。会議の

議長は規約によりまして、会長が努める事になっておりますので、会長より進行をお願い



いたします。 

○会長 それでは、第 18 回田沢湖･角館･西木合併協議会を開会いたします。始めに会議

運営規程第 6 条第 3 項の規定によりまして、会議録署名委員 3 名を私から指名させていた

だきます。田沢湖町、高橋正男委員。角館町、佐々木章委員。西木村門脇明委員を指名い

たします。それでは議事に入らせていただきますが、始めに報告第 30 号平成 16 年度田沢

湖・角館・西木合併協議会補正予算第 1 号についてを議題といたします。事務局より説明

をさせます。 

○事務局羽川 事務局の羽川でございます。私の方から田沢湖・角館・西木合併協議会の

補正予算について説明いたします。今回の補正でございますけれども、第 13 回の協議会

に報告し確定しております、決算の繰越金の計上と、同じく県の補助金の予算計上に合わ

せまして、協議会関係経費の不足分、4 月からの職員増員に係る事務機器等の賃借料、事

務経費等の不足額の補正を行なったので報告するものでございます。5 ページをご覧下さ

い。報告第 30 号平成 16 年度田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算（第 1 号）でござい

ます。平成 16 年度田沢湖・角館・西木合併協議会の補正予算（第 1 号）は次に定めると

ころによる。歳入歳出予算の補正。第 1 条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 522

万 3,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,622 万 4,000 円とするも

のでございます。２としまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金

額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第 1 表歳入歳出補正予算による。内容につきま

しては、6 ページをご覧下さい。始めに歳入でございます。2 款 1 項県支出金 150 万円。

これは法定合併協議会支援事業費補助金でございます。県補助金は 1 法廷協議会に対しま

して 500 万円の限度額がございまして、平成 15 年度の補正予算の際にも報告しておりま

すけれども、当初 500 万で見込んでおりましたけれども、事業費の関係で、350 万円の交

付しか受けておらなかったので今年度その差額といたしまして 150 万円の交付を受けると

いうものでございます。3 款 1 項の繰越金、補正前の額が 100 万円。補正額が 372 万

3,000 円でございます。合計が 472 万 3,000 円でございます。これは平成 16 年度当初予

算で繰越金 100 万円を見込んで予算計上しておりましたけれども、15 年度の決算が承認

されまして、繰越金が 472 万 3,569 円で確定しましたことから、その差額分 372 万 3,000

円を追加したものでございます。歳入の合計が、補正前の額が 2,100 万 1,000 円。補正額

522 万 3,000 円。合計が 2,622 万 4,000 円という内容でございます。次に歳出でございま

す。1 款 1 項の会議費、補正前の額が 185 万 3,000 円、補正額が 145 万 4,000 円、合計が

330 万 7,000 円でございます。内訳は協議会費の追加といたしまして、133 万 4,000 円。



これは協議会報酬等の追加が 111 万 8,000 円。それと会議時のお茶代、白布の洗濯代、消

耗品等を合わせまして 133 万 4,000 円という内容でございます。名称選定委員会委員等の

報酬が 12 万円。合わせまして会議費の追加 145 万 4,000 円という内容でございます。1

款 2 項の事務費。補正前の額が 682 万 9,000 円。補正額が 326 万 5,000 円。合計が 1,009

万 4,000 円でございます。内訳は事務所維持管理費の追加といたしまして、123 万 6,000

円。これはコピー料、紙代等の追加といたしまして 91 万 6,000 円。職員の増員に伴いま

す電話設置、光熱水費等の追加が 32 万円。合わせまして事務所維持管理費追加が 123 万

6,000 円という内容でございます。事務所物品等賃借料の追加 202 万 9,000 円。これは 4

月から職員 6 名増員にかかります机、椅子、パソコン等のレンタル料でございます。合わ

せまして、事務費の追加が 326 万 5,000 円という内容でございまして、1 款総務費の合計

が、補正前の額が 868 万 2,000 円。補正額 471 万 9,000 円。合計が 1,340 万 1,000 円でご

ざいます。3 款 1 項予備費。補正前の額が 25 万 9,000 円。補正額が 50 万 4,000 円。合計

が 76 万 3,000 円でございます。歳入合計、補正前の額が 2,100 万 1,000 円。補正額が

522 万 3,000 円。合計 2,622 万 4,000 円という内容でございます。以上が今回の補正の内

容でございます。合併協議会の財務規程によりましてご報告するものでございます。簡単

でございますが説明を終ります。 

○会長 ただ今、報告が終りました。協議事項ではありませんが、ただ今の報告について、

ご質問等ありましたらご発言をお願いいたします。 

（「なし」という声あり） 

○会長 質問がなしということでございますので、30 号の補正予算については、報告の

とおり承認いただくものと決定いたします。次に報告第 31 号新市建設計画案についてを

議題といたします。事務局より県との協議の状況と、今後の建設計画決定までのスケジュ

ール等について説明を事務局からいたします。 

○副局長 それでは前回、協議会の方でご確認いただきました新市建設計画の案につきま

して、その後、県の方との内協議を進めておりまして、その結果についてご報告を申し上

げます。基本的には建設計画は合併協議会でつくるということでございますので、大きな

内容について県の方で、その内容を変更するということはございませんで、主に文言の訂

正あるいは不適切な表現について訂正、変更があったということでございます。皆様のお

手元の方に新市建設計画案変更箇所一覧という A4 の横になっているものがございまして、

それが前回お示ししました新市建設計画案とその後、内協議を経まして、内容を変えたも

のを対照したものでございます。これに基づきましてご説明したいと思います。1 ページ



でございますが、最初に県の方から指摘されましたのは、現在話題になっております三位

一体改革の捉え方とその記述の仕方ということでございます。前回の協議会の際に三位一

体改革につきましては厳しい財政状況という欄で書き込んでおりましたけれども、これに

ついては、三位一体改革については地方分権の推進という観点から捉えるべきであるとい

うことで、書く位置を変えたということと、三位一体改革、前回は国庫補助負担金と地方

交付税を削減し、その変わりに税源の移譲をすると、こういう書きぶりをしておりました

けれども、そういうことではなくて、国からの国庫補助金負担金の廃止縮減と、それに代

わる国税から地方税への税源移譲。それと地方交付税の見直しというような書き方が適切

ではないかというような指摘がありまして、それに基づきまして、関連箇所を変更いたし

ております。以上が 1 ページの説明でございます。1 枚めくっていただきまして、2 ペー

ジの方でございます。2 ページの一番頭の方ですが、土地の利用計画につきましては、森

林の部分につきまして、各市町村現在それぞれの計画を立てておりまして、その書き方に

合わせた方が良いのではないかということがございまして、森林ゾーンにつきましては、

水土の保全林、森林と人との共生林、資源の循環利用林、こういう分け方をするというこ

とにいたしております。その次は県からの指摘はございませんで、前回の合併協議会の中

で、委員の方からご指摘いただきました部分で、農業につきましては、循環型農業という

ことを明記したということでございます。その下は生活文化都市の関係で、教育に関係し

まして、用語の使い方について指摘がございまして、それに合わせて書き方を変えており

ますが、内容について大きな変更があったという事ではございません。箇所としてはそう

とう多くなっておりますが、基本的に書いている内容に付け変わったりするということで

はございません。以上が 2 ページでございまして、3 ページもそういう事で教育関係の言

葉使いについて県の方からの指摘に合わせて書き方を変えてきたということでございます。

それがずっと 3 ページの下の方まででございまして、その 3 ページの一番下から二つ目は

前回の合併協議会の際にご指摘がございまして、素案から案に移る段階で落ちたものがあ

ると。それを復活させたということでございます。その下は文言のＡターンの受入態勢と

いう言葉自体が県の方ではこれを使っているという事でしたので、それに合わせて変更い

たしております。次に 1 枚めくっていただきまして、4 ページの方でございますが、4 ペ

ージの方につきましては、行政改革のことなのですけれども、ここで法令遵守という言葉

を入れて作っておりましたが、法令遵守自体は当然の事であるので、これ自体については

触れる必要がないということがございましたので、その分を削除いたしております。あと

残りました部分は県の県事業に関する記述がございまして、その分につきまして今県内部



で最終的な調整をしておりますけれども、これにつきましては前回もお話しましたように、

この県事業については、今回の合併について特に根幹となる事業を載せるということでご

ざいまして、これに載らないからやらないとかですね、遅れるとかそういうことではない

ということでございますが、現在最終的な調整に入っているということでございます。以

上、現在県からとの内協議の段階で内容等に変更等があったものでございますが、あと今

後のスケジュールということでございますが、県の方で準備が整い次第、これで事務的な

作業が終っておりますので、今後、合併特例法の手続きに基づきまして、正式の協議を県

と行い、県の方から新市の建設計画案について同意の文書をいただきます。その同意を得

た後にですね、もう一度合併協議会の中で新市建設計画案を案をとりまして、新市建設計

画として確定するという段取りになっております。説明は以上でございます。 

○会長 ただ今、建設計画についての説明がなされましたが、最後の方に県との建設計画

についての協議がまだあるという事でございますし、そういうものを特例債の関係の中で

どうしていくかという事をまた協議会の方にお諮りをして、最終決定をしなければいけな

いというお話がございました。このことについても、私ども、角館さん、西木さんといず

れそうした建設計画の主なる内容については、若干協議をして進めていく必要があるので

はないかということで、幹事会等でもその事をいろいろと協議をさせているところであり

まして、それぞれの町村の皆さんとも最終検討の詰めの段階では、協議が必要であろうと

いうふうに一応受け止めている所でありますので、なにかこの事についてご質問をいただ

いて事務局の方でまた、そうした物を考えていかなければいけないことだろうと思います

ので、ただ今の説明についてご質問を頂戴したいと思います。 

○田口（喜）委員 特例債事業についてここでやるということですか。 

○会長 県とのヒヤリングもあるでしょうから、その点ちょっと説明させます。 

○事務局長 財政計画において、特例債の 80 パーセントを見込んで特例債は 10 年間で

109 億ということでこの前ご説明いたしましたが、その特例債事業に充当するものを一応

幹事会等でリストアップしまして、事業名それから事業地域、建設計画 10 年間あるわけ

ですが、前期後期どの時期に実施するか等、幹事会でこれから検討して参りたいと思って

おります。その結果については、当然協議会にご報告したいと思っております。 

○会長 ただ今の説明で、十分各幹事会等で協議をされるようでございますので、いずれ

各町村のそれぞれの機関とのコンセンサスも十分はかることだろうと思いますので、そう

いう事も含めて今後の協議の中でいろいろ協議をしていただければと思いますが。他に無

ければ、ただ今の報告事項はただ今のような事務局からの説明を加えた中で、今日は承認



を頂くことにはしていかがでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○会長 それでは、そういう事を含めて、事務局からも説明を申し上げましたので、そう

いう内容等含めてただ今の案件については、報告事項にさせていただきます。それでは次

に協議案件に入らせていただきたいと思いますが、現在皆さんのお手元には、協議案件第

6 号新市の事務所の位置についてという事で、継続協議として提案をいたしておりますけ

れども、次の項目であります事務組織及び機構の取扱いという事を先にしたら良いのか、

この点、先程協議の段階で事務所とも関連あるという事で進めてきた内容でありますので、

事務機構の組織については、それぞれ協議の上で提案をさせていただいておりますので、

この事について、先に協議をするという事についてのお諮りをいたしたいと思いますがい

かがでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○会長 お手元にあります機構の取扱いについては、提案という事で提案を正式にこうし

た事で提案をさせていただいている内容でありますので、最初にこの事を皆さんの機構の

取扱いについてを、協議をしていくことにいたしたいと思います。このことについて事務

局から説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○事務局長 それでは私から協議案第 60 号事務組織及び機構の取扱いについてをご説明

いたします。17 ページになります。事務組織及び機構の取扱いについて次のとおり提案

する。次のページをご覧いただきたいと思います。調整の内容としまして、１としまして、

新市の組織は 4 部制とし、住民サービスが低下しないように十分配慮する。２、新市の事

務組織及び機構は新市における事務組織・機構の整備方針に基づき整備する。新市におけ

る事務組織及び機構の整備方針でございますが、１．住民にわかりやすく、利用しやすい

組織・機構。２としまして、住民の声を適正に反映できる組織・機構。３．指揮命令系統

を簡素化し、責任の所在が明確な組織・機構。４．各庁舎に住民がよく利用する窓口業務

を行なう地域センターを設置する組織・機構。５．行政課題に迅速かつ適格に対応できる

組織・機構。６．新市建設計画が円滑に遂行できる組織・機構。という整備方針でござい

ます。現況としましては、3 町村それぞれの町村長部局、それから収入役室、会計課。各

委員会等。議会。水道事業。病院事業あるいは温泉事業。ご覧のとおりで各町村の現在の

組織機構はご覧のとおりでございます。それから一部事務組合として、角館町外 3 か町村

公衆衛生施設組合がございますが、これは中仙町が現在加入しておりますので、大仙市の

3 月 22 日に予定されている合併に伴い、中仙町が脱退いたしますので、この 3 町村の新



市の施設として運営することになります。一部事務組合で無くなるということでございま

す。皆様にさしあげております具体的な組織機構の案でございますが、協議案第 60 号関

係資料というものをご覧いただきたいと思います。1 枚目はカラーになっております。水

色の部分がＡ庁舎という事になります。総務部、収入役、会計課、左下に参りまして、議

会、監査委員、選挙管理委員会がＡ庁舎に配置されるということであります。それからＢ

庁舎が黄色の部分でございます。これが産業観光部、建設部がございます。左下に参りま

して、農業委員会がＢ庁舎に配置されるということでございます。茶色の部分ですが、こ

れがＣ庁舎という事になりまして、市民福祉部、公営企業の企業局。教育委員会が配置さ

れます。色のついていない所。右側にいけば、これが出先機関等になります。例えば総務

部の所にありますが、桧木内支所、神代、田沢、上桧木内出張所。市民福祉部のところに

まいりまして、神代、田沢の国保診療所。北浦環境センター。健康増進センター。健康管

理センター等が、これが出先機関等になるということであります。それぞれ各分庁舎の機

能分担につきましては、右下の箱の中に書いておりますが、新市建設計画において、まち

づくりの方針として掲げた 4 つの目標の実現に向けた取り組みを主導的に行なう部等を各

庁舎に配置するとなっております。具体的には下記のとおりとするということでなってお

りますが、ここに新市建設計画、まちづくりの方針という左下の箱がございますが、ここ

の下の目標 4 のまちづくりをサポートする行財政の改革。これを目標とするのがＡ庁舎で

ございます。これが総務部、議会、監査委員、選挙管理委員会、会計課ということになり

ます。それから黄色の部分ですが、目標 1 の観光産業を活かした北東北の交流拠点都市。

目標 3 の観光や暮らしの中で、人の行き来をさかんにする交通の整備。これらの取り組み

を行うのがＢ庁舎ということでございます。これが産業観光部、建設部、農業委員会でご

ざいます。目標 2 にさまざまな交流でつくる生活文化都市。これを主導的に行う部が茶色

の部分でございます。市民福祉部と公営企業の企業局それから教育委員会でございます。

それぞれ、まちづくりの方針の方針別に 4 つの方針別にそれぞれの庁舎で 4 部と公営企業、

教育委員会、その他各種委員会に分かれて執務を行うという事でございます。これが、部

と課の構成でございます。それから各庁舎の説明に参りますが、2 枚目をご覧いただきた

いと思います。これがＡ庁舎でございます。市長、助役がおりまして、総務部となります。

総務部の中にはご覧のとおり総務課、企画政策課、財政課、税務課、管財課、国体事務局

が配置されます。それから収入役室、会計課がおかれます。議会、監査委員、選挙管理委

員会がおかれます。それから、それぞれの庁舎に地域センターというものがおかれます。

地域センターについての役割については、下の方に書かれておりますが、住民に対する窓



口業務は各庁舎で同一のサービスが出来るようにする為、各庁舎に戸籍、税務、福祉とい

った住民の日常生活に深く関わる行政サービスや、日常的な窓口事務。地域の産業振興や

冬季交通確保、災害復旧など緊急性を要する問題などの事務や、各地域に応じた諸課題な

どを現地即決で解決するため、それを統括する部門として、地域センターを設置するとい

うことで、各庁舎には地域センターをおきます。地域センターはご覧のように、総合窓口

課と地域振興課に分かれております。それぞれの部、課が無い部門がおかれております。

それからここでご説明しますが、上の部単位の部とか教育委員会単位は課の下は係りとな

っておりますが、地域センターにはそれぞれ総合窓口課、地域振興課が置かれますが、業

務の範囲がそれぞれ広い為、職員一人一人が全般に渡り、仕事を覚えて対応できる様に、

地域センターは班制とするということであります。その他は係制となります。農業委員会

事務局が置かれておりますが、これは後の方もご覧になれば、各庁舎に農業委員会事務局

がございますが、当初、農業委員会は 17 年 7 月 19 日まで存続するという事になっており

ますので、3 つの農業委員会が最初は各庁舎に置かれるということであります。3 枚目の

Ｂ庁舎は産業観光部と建設部が置かれます。産業観光部は農林課、商工課、観光課となり

ます。建設部は建設課、都市整備課、下水道課となります。それから農業委員会事務局。

地域センターの総合窓口課が置かれます。地域振興課は、ここにそれぞれ産業観光部、建

設部がありますので、地域振興課は置かれません。以上、地域センター総合窓口課の班編

成はご覧のとおりございます。Ｃ庁舎でありますが、ここには、市民福祉部が置かれます。

市民課、環境防災課、保健課、福祉事務所が置かれます。市になって新しく発生する事務

でございますが、福祉事務所が置かれて、生活保護事務等を取扱うことになります。公営

企業としまして、企業局が置かれます。教育委員会でございますが、教育委員会の中には、

教育総務課、学校教育課、生涯学習課、文化財課が置かれます。地域センターは、ここも

総合窓口課、地域振興課の 2 つの課が置かれまして、ご覧のようにそれぞれの班に分けて、

班制で事務を行うということでございます。以上、今考えられております組織機構につい

てご説明いたしましたが、どうかよろしくお願いいたします。 

○会長 ただ今、組織機構の関係について、事務局長より説明をいたしましたが、これに

ついて皆さんのご質問ご意見等頂戴いたしたいと思います。はいどうぞ。 

○稲田委員 田沢湖町の稲田です。前の資料にはＡ庁舎Ｂ庁舎Ｃ庁舎という事で、人がど

れ位配置なっているか、配置するという規模が明示されておった訳ですが、今回のには人

の配置のおおよその数がわからないようになっておりますが、これはどういうことでそう

いうことになったのか。やはりこの機構図を確認して、初めて新庁舎の位置というような



ことから行けば、規模によっていろいろ振り分けさると思うので、そこら辺のあたりはど

ういう見解で、おおよその職員の配置の人数を入れてなかったのか。そこを確認いたした

いと思います。 

○会長 事務局長。 

○事務局長 試算はしておりますが、それぞれの正確な人数につきましては、今後いろい

ろ検討していかなければならないということでありまして、あくまでもこれは案というこ

とお示ししましたので、あえて人数は省かせていただきました。 

○稲田委員 会長。おおよその人数が出なければ、手を上げるにしても、なかなか人数が

あれしなければ、そこの所をはっきりしなければ議論は入っていかないと思いますが、ば

やっとやって、今日のこの法定協議会は持ち帰りという事であればそれで良いのですが、

おおよその説明はあっても良いのでないですか。これは始めての提案ですから、そこはき

ちっとしなければうまくないのではないですか。 

○会長 事務局から、させます。 

○事務局長 お答えします。最初のページですが、A 庁舎の総務部、収入役室会計課、議

会、選挙管理委員会の合計が試算では 97 名であります。2 枚目以降のそれぞれの地域セ

ンターには、28 名ずつ配置するということで、A 庁舎については 97 名と 28 名をプラスし

まして、125 名でございます。B 庁舎は産業観光部、建設部、農業委員会でございますが、

ここには 78 名を配置するということであります。地域センターに 28 名を配置しまして、

B 庁舎は 106 人の職員数になります。C 庁舎でありますが、市民福祉部、公営企業関係、

教育委員会で 89 名の配置であります。28 名の地域センターの職員を加えまして、117 人

になります。合計は 348 人を 3 庁舎に配置するということであります。その他、右にでて

おります出先機関等の職員の合計が 277 名であります。以上であります。 

○会長 ただ今、事務局からおおよその現在の 16 年 4 月現在の在職者の数字の中で試算

されておりますので、いずれ 16 年度に退職いたしますと、17 年 4 月 1 日になりますと、

若干の変動が考えられると。それぞれの職務の内容によって、若干の変動があるというふ

うに事務局から聞いております。以上です。はいどうぞ。 

○佐々木委員 角館の佐々木です。今、稲田委員から人数の事は別にしまして、それによ

って、どの庁舎に手を上げるか決めるとかなんとかという発言があったのですけれども、

今日はそれなのですか。ただ組織としてこういうふうに決定して行きたいということだけ

ではないかなと思ってたのですけれども、例えば具体的に行きますと、A 庁舎が角館、B

庁舎が田沢湖。C 庁舎が西木と、そこまで踏み込んだ形で今日決定するのですか。どうも



稲田さんと私と考え方違うかも知れませんけれども、なんかそれらしき話があったので、

進め方としてどこら辺までの決定をこの中でやっていくのかお聞かせ願いたいと思います。 

○会長 はいどうぞ。 

○稲田委員 理解してください。私は今日が始めての法廷協議会に提案されたと認識して

おります。そのためにはある程度、機構の他に人間がどれ位配置になるという確認ですの

で、今日あれするということではありません。初めての提案なので詳しく確認しておきた

いという事であります。そこはご理解願いたいと思います。 

○佐々木委員 稲田さんの今の話はわかるのです。ただ先程、具体的にそういう話が出て

きたら、どの庁舎にどの･･･。具体的にですね、３庁舎ありますので、例えば角館はここ

だ、田沢湖はここだ、西木はここだと。というふうな所まで会長が議長として踏み込んで

いって、決めようとするのか。ただ、組織的に A 庁舎 B 庁舎 C 庁舎という提案をなさって

いるのかですね。若干進め方についてお伺いしておきたいと思います。 

○会長 先程提案をいたしたように、今回の機構というものをこういう原案で提案すると

いうことでございますので、この組織の中で、A 庁舎がどこだということについては、こ

の組織機構の中では協議するということには考えておりません。この組織をまず皆さんで

提案いたしましたので、ご承認をいただくという形で進めて参りたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。ただ今、組織機構については、提案でございますので、ただ、皆さ

んがこの機会にご質問があれば、事務局で十分受けてまた原案で提案いたしましたので、

なければ、この案件についてもこの後次の協議会で。今までは協議事項にし、次に決定を

するという形では進んできていますが、この機構でありますので、それぞれ皆さんがこれ

をまた、持ち帰ってあるいはそれぞれ協議されるとすれば別だけれども、一応原案として

提案いたしましたので、なにかご質問あればいろいろご意見をだしていただければとこう

いうふうに思った所であります。はいどうぞ。 

○伊藤委員 西木村の伊藤です。A 庁舎に国体事務局という所が配置される予定になって

おりますが、これは国体が終るまで、終れば無くなるという部局なのでしょうか。それと、

19 年の国体で西木村では公開協議なのですが田沢湖畔をコースにしてデュアスロンを計

画しておりますが、これはこの事務局では全くタッチしない、西木村だけで計画していく

という事なのでしょうか。この 2 点についてお知らせ願いたいと思います。 

○会長 局長から答弁させます。 

○事務局長 国体事務局は、実際に近づいてきたということで、総務部の中に置くという

ことでございますが、国体が終りますれば解散するということでございます。西木村で行



なわれるデュアスロンにつきましても、ここで公開協議も取扱うという事でございます。 

○会長 他にございませんか。それではただ今提案しております案件につきましては、次

回に決定をするということになろうと思いますが、特に問題なければということで考えた

わけですけれども、次の機会までこの案件をそれぞれの皆さんで考えてもう一度協議をす

るという事でしょうかな。今までの流れでは提案し、次の会で決定をするということにな

っておりますので、そういうふうに今まで同様の取扱いの方法でいかがでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

○会長 それでは次の･･･。局長から説明不足というところがあるようですので説明を追

加させます。 

○事務局長 申し訳ありません。先程の説明の中でちょっと言い忘れたところがありまし

て、A 庁舎 B 庁舎 C 庁舎とも、現在のどの庁舎に行くかまだ決まっておりませんが、ここ

で企業局については、水道関係でございますが、下水道事業との関連が大変ありますので、

建設部と同じ庁舎に配置する事も検討しなければならないと話で出ております。それから、

左下の議会、監査委員、選挙管理委員会につきましては、各庁舎の収容能力等によりまし

て、他の庁舎に配置する事も検討しなければならないということも話合われております。

総務部の中の管財課の中に財産区係というものがございますが、財産区としましては、田

沢湖町の生保内財産区、田沢財産区、角館町の雲沢財産区がございますが、規模の関係で、

財産区係は田沢湖町に置かなければならないだろうということが相談されております。以

上でございます。 

○会長 ただ今、補足的な説明をなされましたが、次の会でこの案を決定するということ

で、継続協議といたしますがもう一度お諮りいたします。いかがでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

○会長 異議なしということでありますので、ただ今提案いたしました、60 号につきま

しては継続協議と決定をいたしました。次に協議案件 6 号で新市の事務所の位置について

の継続協議を議題といたしたいと思います。なお、この経過につきましては、第 2 回の合

併協議会そして第 3 回合併協議会、なおまた新市名の決定をされました今年の 6 月までの

協議会。その後の経過について事務局長より経過の説明をさせますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○事務局長 それでは新市の事務所の位置についてこれまでの経緯をご説明いたします。

新自治体の事務所の位置につきましては、本協議会の前身であります、仙北北部合併協議

会、任意協議会におきまして、各町村の庁舎を使用する分庁舎方式とする。本庁舎の位置、



分庁舎の役割分担等については、法定協議会で協議し決定するものとする。なお、住民に

対する窓口業務は、本庁舎、各分庁舎で同一のサービスが出来るようにするとの確認がな

されております。本協議会では任意協議会におきます、この確認事項を踏まえまして、昨

年 5 月 23 日開催の第 2 回協議会に、新市の事務所の位置については、各町村の庁舎を使

用する、分庁舎方式とする。本庁舎の位置、分庁舎の役割分担等については、法定協議会

で協議し、決定するものとする。なお、住民に対する窓口業務は本庁舎、各分庁舎で同一

のサービスが出来るようにするという提案をしまして、各町村の庁舎を使用する分庁舎方

式とする事と、住民に対する窓口業務は本庁舎各分庁舎で同一のサービスが出来るように

するという事を確認しております。本庁舎の位置、分庁舎の役割分担等については、法定

協議会で継続して協議していくという事の確認がされております。しかし、6 月 27 日開

催の第 3 回協議会におきまして、委員から新市の名称が決まるまでの間は継続協議とする

旨の提案がなされておることから、新市の名称が決定するまで、継続協議とされておりま

す。そうしたこれまでの経緯を踏まえまして、9 月 26 日開催の第 6 回合併協議会に新市

の名称を田沢湖角館を連ねたものとするという提案にあたりまして、3 町村長で話合った

結果、一致して新市の名称と事務所の位置は、密接な関連があることから、当面の事務所

の位置は、仙北郡西木村上荒井字古堀田 47 番地、現西木村役場とするということが追加

提案されております。名称と一体で協議がなされてきたところであります。また、その間

各町村では、住民への説明等も実施されてきた所であります。しかし、11 月 28 日に開催

の第 8 回協議会で委員全員の意見集約が出来ないことから、投票を行なった結果、田沢湖

と角館を連ねる名称が否決されたことによりまして、関連して提案した新市の事務所の位

置については、取下げを提案しまして、全会一致で確認がされたところであります。その

後名称につきましては、公募経過を踏まえ、本年 6 月 16 日開催の第 5 回臨時合併協議会

で仙北市に決定がされておりますが、新市の事務所の位置につきましては、事務組織機構

また合併期日等も関連があることから、事務局、幹事会等では検討を重ねておりましたが、

3 町村長での正式協議はなされておりませんでした。9 月末に事務組織機構の事務局原案

が纏まったことから、10 月 1 日に町村長助役で、事務局より示された事務組織機構原案

について検討。さらに幹事会での修正調整を経て、10 月 18 日に幹事会で検討した事務局

案を 3 町村長助役で検討を行い、10 月 20 日に組織機構案を議会代表委員にも示し、事務

所の位置を合わせ協議を行っております。その後 10 月 25 日、11 月 2 日に 3 町村長で事

務所の位置と合わせ協議を行なっておりますが、その際、角館町から事務組織機構の修正

意見が出され、11 月 4 日に角館町より、総務部を 2 つに分け、市長公室を設ける考え。



11 月 5 日には西木村より総務部の中に市長公室を設置、班制と助役 2 人制等とする考え

が示されたことから、幹事会で更に検討を指示しまして、その結果の報告を 11 月 11 日に

受けまして、3 町村長会議で、10 月 20 日に示された事務局案とする事と決定しておりま

す。11 月 15 日開催の町村長助役議員等打合せ会に再度、事務組織機構事務局案を示しま

して、新市の事務所の位置と合わせて協議を行いましたが、事務組織機構案については、

一部修正をしまして、先程示しました事務局案のとおり了承がなされましたが、新市の事

務所の位置につきましては、調整が出来なかった所であります。以上が新市の事務所の位

置。それから事務組織機構の取扱いについてのこれまでの協議経緯でございます。このよ

うにしまして、新市の事務所の位置につきましては調整が整いませんで、具体的な提案は

いたしておりませんが、本庁舎の位置、分庁舎の役割分担等については、法定協議会で協

議し決定するものとするという第 2 回合併協議会の確認事項に基づき、今後の進め方等に

ついて委員の皆様からご意見を賜りたく、今協議会に協議案件として提案いたしておりま

すので、皆さんからご意見ご質問等を賜りまして、この事務所の位置を決定していかなけ

ればならないと思っておりますので、協議をお願いする物でございます。以上これまでの

経過につきまして、長くなりましたがご報告いたしました。 

○会長 ただ今、事務局長より第 2 回の合併協議会の経過を踏まえまして、現在に至って

いる内容について事務局長より説明がなされました。これについて皆さんからご意見を、

いろいろな考え方を、お話を願いたいと思いますが、ここで 10 分位の休憩をいたしたい

と思いますが、いかがでしょうか。お諮りをいたしますが、10 分位の休憩をいたしたい

と思います。 

 

休憩 14：30 

再開 14：48  

 

○会長 ただ今より、引続いて会議を再開いたします。皆さんのご質問をいただく前に、

現在の工程の県との協議の関係について、若干、高橋副局長から説明をさせますので、皆

さんにもお諮りしながら進めて参りたいと。合併の県議会の議決を、スケジュール等につ

いて若干これに入る前に･･･。後で良いですか。後にいたしまして。それでは、今の事は、

その他の中でスケジュールを事務局より説明をさせますのでよろしくお願いいたします。

ただ今の協議事項について、皆さんからご意見を頂戴いたしたいと思います。はい、どう

ぞ。 



○辻委員 角館の辻でございます。この事務所の位置というのが、合併について一番大事

だと言われているようですので、私から単刀直入に意見を申し上げたいと思います。先程

から事務局の方の経過説明にありましたように、町村長はじめ議会関係者がこの事につい

て何回となく協議を重ねたけれども出来なかったという、纏まらなかったという説明を受

けました。これはなぜ纏まらなかったのか。という事はそれぞれの代表の皆さんが、あく

までも自分の現在の地域の代表という観念を絶対捨てられないということで、地域の利益

だけを追求するから纏まらなかったものと私は思います。私は 1 回目から常に申し上げて

いるのは、ここに座ったら、新しい市を作る一人の住民として、物を考えなければならな

いと。地域の代表という観念を出来だけ捨ててくださいと言っている本人ですから、そう

いう観点からひとつ申し上げたいと思います。私はいつも平等そして公正というのをきち

っとわきまえて、この協議会を進めていただけるだろうという、その人格に対して、この

協議会の委員を形成されていると思いますので、まずもってこの後の議論に対しても、地

域の代表というのを出来るだけ、薄らえて、そして和をもって尊しとなすという。まず和

が一番大事だというのを肝に銘じて進めていただきたいと思います。そういう観点から、

この地域の事務所の位置といたしましては、まず住民に対しては、それぞれ各 3 地区の町

民に対して等しく均等に利便性を図ると。これを皆さんで約束しております。そうすると

後残るのは、例えばよそからくるお客さんについて、または、そういう住民の一般の仕事

以外の議会とか会議とかそういうものの利便性が一番重要だと思います。そういう観点か

ら私は 3 地区の現在の庁舎を考えますと、駐車場の一番充実しているのは、私の個人の考

えですけれども、田沢湖の庁舎でないかなと思います。それからよそから来た人に対して

は、新幹線の止まる位置にもなっているし、また仙岩峠を越えた所の一番最初の県の玄関

口にもなっている。そして、国道の沿線であるという分かりやすさ。それから環境。そう

いうものから考えますと、私は平等に考えて、地域の利益だけでなく考えた場合は私個人

では田沢湖にこの暫時事務所を置くという事にしたらどうでしょうかという事を私は意見

として申し上げます。 

○会長 はいどうぞ。 

○三杉委員 角館の三杉です。今、事務所の位置の問題の事でなく、事務局の方にお尋ね

なのですけれども、今現在 11 月の末になってきてまして、これが例えば、いつも疑問に

思っていたのですけれども、もう 11 月になってしまって、来年の 3 月末日まで合併する

という事になると、今後 12 月に県議会が始まるという事で、それまで実際には間に合う

のでしょうか。そこをお尋ねしたいと思いますので。事務局の方です。 



○副局長 当初からこの協議会もですね、来年の 3 月ということで、12 月の県の定例会

にかけるという日程で 11 月 20 日頃までにはすべての協議を終えて、それで県の方に申請

するという手続きで進んでおりました。現在、男鹿若美の協議会が来週の 29 日に県に合

併申請して 12 月定例会が 30 日から始まりますので、それにのせれば 12 月定例会にのる

ということでございます。私どもの場合すべての協議が終っておりませんので、当然 12

月定例会には間に合わないという事でございます。こういう状況がございますので、県の

方とも今後の日程につきましていろいろと相談しております。それで県の場合は 12 月定

例会が終りますと次は 2 月定例会ということになります。2 月定例会に間に合うのかどう

かという事をいろいろ相談したのですが、来年は県知事選挙がございまして、通常であれ

ば 2 月定例会は 2 月の末あたりから始まるのですが、おそらく 2 月中旬位には始まるであ

ろうということであれば、その段階で、2 月定例会の冒頭に我々の合併申請が議案として

提出出来ればどうなのかという事を検討しておりました。その結果、2 月定例会にかける

場合、この仙北市は市になるということで、国との協議もございます。国との協議は約

10 日間かかるということがありますので、1 月の末までにすべての協議を終えて、末頃に

県に申請すればその段階でまず国の方と市制の施行協議をすると。その回答が 10 日位た

ちますので、2 月の中旬には返ってくる。それを受けまして、県の 2 月定例会が中旬に開

けば、冒頭処理してもらえば、その段階で県の方との、県の議決はもらえると。その段階

で国にただちに届け出をしますと、国の方で 20 日かけまして、合併の告示をいたします。

そうしますと 3 月には告示ができますので、1 月末頃までにすべての協議が終ればですね、

非常に厳しい日程でございますけれども、3 月末までの合併は出来ると。今の段階で県と

の協議の中でそういう話になっております。以上です。 

○会長 はいどうぞ。 

○武藤委員 西木の武藤でございます。この主たる事務所の位置について、先程、角館の

辻委員さんから田沢湖で良いでないかというご発言をいただきました。私は西木村の委員

の一人として、角館町、田沢湖の中心に位置する西木村の現在地が最もふさわしいものだ

というふうに自負しておりました。駐車場も十分あるし、庁舎は一番新しいし、その点に

ついては自他ともにまん中で良いのではないかと思っておりましたけれども、一箇所に絞

るという考えからしますと、市名の問題であれほど、一年半も苦労してどんどんどんどん

遅れております。今またこの事務所の問題で、二者択一を皆さんに迫るということは忍び

ないことでございます。もう時期的に間に合わないと、先程  答えになるかもしれませ

んけれども、それでは遅いと思いますので、私の方の西木村は撤回します。そして、田沢



湖に現在の事務所を移転する事に同意をしたいと思うものであります。この点につきまし

ては、我々一部の委員会の方々にも話しをしましたけれども、正に苦汁の選択ではありま

す。しかし合併を前程に考えた場合は、譲らなければならないという立場になりますので、

この点についてはひとつ、西木の委員の方々もご理解を賜りたいと思います。ただ、条件

と言うわけには行きませんけれども、将来、庁舎建設は当然あることでございますが、そ

の場合には、角館、西木の住民の納得するような利便のある場所を選定していただきたい

ということを希望いたしまして、私の意見を終らせていただきます。 

○会長 はいどうぞ。 

○山本委員 角館の山本です。先程辻さんが民間団体の考え方を述べましたけれども、自

分も、まったくそのとおりだと思います。こういう角館の地域で自分はそれをしのんでも

他の田沢湖でなければ合併出来ない。タイムリミットが今もうないのです。住民の方々は

いつ合併すれば良いかという事をすごく悩んでいます。このまま合併出来ないのではない

かという。そういう住民不安がすごい重圧になってかかっていると思います。そういう中

で辻さんが本当に苦汁の選択だと思います。でも合併出来なければ、これから町村がお互

いに住民サービスが今までより悪くなって、行き詰ってしまうという。そういう住民の大

変不安を抱えての発言だと思います。それは、議会とか町長さん方は議会サイドとか長の

立場からすれば、やはり前段で前に言った事があると思いますけれども、自分の町村に対

しては、絶対の誇りを持っていると思います。それは誰しも同じだと思います。でも合併

になったら、会長さんがいつも言われております。お互いに譲り合う事が大事だと。でも

譲り合うという事は相手に対しても自分の誠意を見せて譲ってもらう事が本当だと思いま

す。一方的にこうだこうだと言われて合併が成り立つ訳がありません。そういう点では、

そういう深く物事を考えて、相手の立場も思いやる気持ちで合併というものを進めて行っ

てもらいたいと思います。今までこの事が長引いたことも、やはり一方的なあれがなかっ

たかといえばそういう事もあろうかと思います。相手の誠意に対して自分もやっぱり自分

たちの方も誠意を見せてやっていく事が、本当の合併だと思いますし、民間の方々は一日

も早い合併を望んでいますし、出来ればこの席で年度内の合併を必ずするという断言した

あれを絶対いただきたいと思います。私達は新市の事務所はどこでも良いと思います。先

程、武藤さんがおっしゃられました将来、最も皆さんが便利と思われる所に新しい庁舎を

建てていただければ住民の方々はその事に対して何も申しません。民間の方々の意見を述

べさせていただきまして、終わりにしたいと思います。 

○会長 他に。はいどうぞ。 



○藤井委員 西木村の藤井です。民間の人方は合併に向けて動いていることも感じ取れま

した。先日グリーンツーリズムの全国大会がありまして、鳴子まで行ってきましたけれど

も、田沢湖という地名が小学校の本に載っていることもあって、田沢湖という知名度があ

るということで、出来れば、私の意見としては、名前が仙北市という皆にあまり知られて

いない言葉だっただけに、本庁は田沢湖においていただけたらなと思います。いずれ新庁

舎を建てる時には、住民の皆の意見を聞いて、皆の便利がいい所に皆で新しい人方で相談

して建てていただきたいです。 

○会長 はい、どうぞ。 

○細川委員 田沢湖の細川です。今まで民間委員の２、3 名の方からお話がありましたが、

全く同感です。田沢湖を主たる事務所の位置というふうな具体的な名前を挙げての発言で

ありましたが、その他に私の思う所をいくつか申し上げたいと思います。まず、やはりこ

れまで長引いてきた事の原因を考えてみますと、やはりそれぞれの町の住民の皆さんのい

ろいろな思いを背中に背負っての議会の皆さんの態度、表明もあったと思いますので、こ

れまで伸びてきたのでないかなと非常に、なんと行ったら良いでしょうか同情のいたりと

いったらいいでしょうか、そういうような感じもしないでもありません。ただ今事務局の

方から 1 月の末までにいろいろな手続きを進めていきますと、知事への合併申請が可能で

あるというような話。そしてそれが 3 月の末に新市が出来上がると。総務大臣の合併への

告示というようなスケジュールも話されました。どうか、住民の皆さんの本当の、今後の

幸せを考えれば、合併は年度内に、最初計画した通りに、決めていただきたいと思います。

反対の事を考えますとさまざまな膨大なロスが考えられます。それから、角館、西木の皆

さんから今、意見がありましたが、本当に角館の皆さんについて言えば人口も一番多い所

ですし、さまざまな機関もそろっているところですし、文化的にはいろんな所が多くある

所です。そして西木については、中間ということであります。それぞれの思いは、本当に

あったと思います。それを超えてこの話を、提案をしているということなので、どうかこ

れを大事にして進めていただいて、是非、当初の計画の 3 月、今年度末にはこの合併が完

成になるようにお願いしたいと思います。以上です。 

○佐々木委員 角館の佐々木です。先程来、民様方からご意見拝聴しておりますけれども、

私も合併につきましては年度内に合併というのは、私どもに課せられた課題でありますし、

住民の方々8 割 9 割。私の方で解決しなければならない問題ありますけれども、望んでい

る事は間違いないのではないかと、そのように思っております。先程、主たる事務所の位

置という事でいろいろ出ておるわけでございますけれども、その項目一つ一つにつきまし



て考えて見ますと、やはり角館の場合、駐車場の話先程されておりますけれども、それ以

外の機能として角館の庁舎のどこが悪いのですか。どこが悪いのですか。また田沢湖の町

名だけが、田沢湖だけがそんなに全国的に知名度が高いのですか。それを乗り越えてこの

間の市名を決めたのです。ですからそんなことは持ち出さないで、やはり協調してやって

いくのだというのだったら、角館の気持ちも考えていただきたいです。はっきり申し上げ

まして。某町民の方々いろいろ意見あります。そうではなくてと。でも一方においては角

館にひとつ主たる事務所を置いていただけないものかという、これも町民の声です。私ど

もはその間の中で今苦しんでいるのです。その中で田沢湖どうのこうのという話は、知名

度はどうのこうのという話はしていただきたくないです。どうかそこら辺のところですね、

機能的に角館の庁舎は駄目だというのでしたら私もそのように考えます。ただ一点申し上

げさせていただければ、駐車場の事は皆さん方からもご指摘受けてもそれはそのとおりだ

と思います。しかし、官公庁との関係あるいは人口の問題、中心市街地、これらを考えま

すとやはり角館の庁舎も、遜色ない庁舎だと私は思っております。自負しております。ど

うかその点も考え合わせて判断をしていただければと。またこの事によって合併が崩れる

ことなんてことは絶対避けるべきだと、それは思っておりますけれども、どうか私どもの

角館の気持ち、ひとつ考えてご判断を願いたいと思います。以上です。 

○戸沢委員 いずれこの問題については、いろいろ過去、経緯は報告ありましたけれども、

実際この場で協議というのは今回始めてでなかろうかと。私も前から思っておりましたけ

れども、この場で各々の考えを出し合って、そしてうちのほうの、30 日、住民直接請求

の問題がございます。これは 30 日の臨時会にかかる事になってますが、会長さんが前か

ら申し上げているとおり、そういう問題の推移を見ながらでないと大事な問題を決められ

ないだろうと。それは分かります。しかしこの場で一言だけ私申し上げさせていただきた

いと思うのでありますが、私は常に、決して自分の事をあれして通すという事は最初でこ

の会に望んでいるという事ではなく、やはり相手の立場も一応考えた上で、そして行動を

取ってきているつもりであります。そういう立場からひとつ。それにしても感謝を申し上

げなければならないのは、これまで角館を支えてきてくれた隣接町村。特に田沢湖、西木

の皆様方には本当に感謝を申し上げなければできないと思っております。また、特に合併

で角館がこの潜在的な力というものを相乗効果でそうとう表すことが出来るし、また、こ

のエリアに貢献できるという事も思っております。ご承知のように仙北郡の歴史がありま

す。仙北郡の歴史を振り返ってみますと、いずれ戸沢の時代から、北の政治経済、地方の

中心であったことは事実であります。角館の岩瀬に、江戸時代になりましてから秋田藩直



轄の奉行所がありました。その歴史からいって現在の出先機関の集積というものがなされ

ているという話も書いてあります。そういう事から我々はやはり、そうした自負の基にや

ってきたことも事実であります。それでこの地方公共団体の事務所の位置というのは地方

自治法の 4 条にありますけれども、それもさることながら、合併することによってこれが

相乗効果をどう生めば良いかと。そしてこの中心である事務所がどういう役割を果たすか

ということについては、対外的な観点あるいは他の町村の見方。これらについても我々も

考えながら今日に至っているところも事実でありますので、その点のことは一応は、それ

は合併ですから、お互い譲歩して、佐々木議員が言ったように、合併は成就しなければな

りません。しかしこの場で正直に、なぜ本事務所の位置というのはこういう事が必要とい

う理由を述べながら、そうした上で決定していくべきだと思って、そういう事の観点から

一言申し上げさせていただきます。そういう事を今日皆さんで出していただいて、そうし

た形で提案出来るものは提案して、あるいは提案出来ないとすれば決め方を考えて決めて

いかざるをえないのではないかと思っております。言いたいことはありますけれども簡単

に。 

○田口（勝）委員 角館の田口でございます。先程、事務局長の方からこれに関する経緯

についてはご説明賜りましたので、十分分かりましたが、今その後、各委員から適切な場

所はどこなのかという事で田沢湖という名前が出ました。私は別にそれに反論するもので

はありませんけれども、今日、私どもに示されておりますこの協議会のレジメの中に事務

所の位置に関する法令。それから、新自治体の事務所の位置についての考え方。この 2 つ

が記されております。その中で先程戸沢議長も申しましたけれども、地方自治法の 4 条の

2 項の中に具体的にこうあらなければならないというものが示されております。この自治

法昭和 22 年の法律でありますから、だいぶ古い法律であります。しかしこれがどのよう

に左右されてくるのか、これを私は事務局の考え方としてひとつ整理をしていただきたい

というふうに思います。もう一点は先程申し上げました 16 ページに記されております新

自治体の事務所の位置についての考え方。これがどのような気持ちといいますか、どのよ

うな事でこれらを今日お渡ししているのか、書いておるのか、そこらへん事務局の考え方

をお聞かせ願えればというふうに思います。 

○事務局長 本日付けました資料についてご説明いたします。これにつきましては先程経

過についてもご説明いたしましたが、昨年の 5 月 23 日の第 2 回と 6 月 27 日の第 3 回協議

会で協議しておりますが、それから名称が決まるというところまで協議は休んでおります。

第 2 回第 3 回の協議会に提出しました資料をまたつけたら良いのではないかという幹事会



のご意見を受けましたので、それをそのとおり、第 2 回第 3 回の資料をつけております。

11 ページはそれぞれの役場の住所、面積、建設年度等であります。12 ページが法令。14

ページまでが先進事例でありまして、第 2 回協議会につけた資料でございます。15 ペー

ジの分庁舎方式の概念図。これは先程具体的な案ということでご説明いたしました。16

ページもこれも第 3 回昨年の 6 月 27 日に添付した資料でございます。新自治体の事務所

の位置についての考え方でございます。だいぶ期間も経っておりますので、前の資料を添

付した方が良いのでないかという幹事会のご意見を受けまして、第 2 回第 3 回の事務所の

位置を提案した時の資料を今回もつけたという事でございます。以上です。 

○田口（勝）委員 今、事務局長からこれまでの経過の中でこの添付資料ということで、

出したということでありますけれども、これを見ていただければお分かりのとおり、特に

地方自治法第 4 条第 2 項の中で、これらの関係について適当な考慮をはらわなければなら

ない。新市事務所の位置を決める場合はこれらを咀嚼して、適当な考慮をはらわなければ

ならいというふうに記されております。この法的な拘束力と言いますか、そういうものに

ついてはいかがお考えなのか、そこをお聞きしたいというふうに思います。もうひとつは

幹事会でも十分議論されたと思うのですけれども、こういう添付資料を今までとおり付け

た方が良いということは、やはり、なにかそこに住民にとって最も便利な場所。あるいは

他の官公署との連携。こういうものが必要だという幹事会の考え方のように受け止めます

けれども、そこらへん幹事長なりから見解があればお聞かせ願いたいと思います。 

○副局長 最初に地方自治法第 4 条第 2 項の規定でございますが、これについては考慮を

はらわなければならないということでありまして、考慮するということだけでございます。

それで、官公署等という言い方に、他の官公署との関係等についてということでございま

して、この官公署につきましては農協とか公共的団体も含まれるという解釈になっており

ます。以上でございます。 

○野中幹事長 野中でございます。この資料の点でございますけれども、先程事務局長よ

り経過報告ありましたけれども、随分期間が経っております。改めて今日これを添付し、

もう一度見てもらいたいということでつけましたけれども、自治法関係につきましては、

これは原則だと思っております。決めるのは皆さん方だと思っております。 

○田口（勝）委員 副局長からは自治法の解釈でありますけれども、適当な考慮をはらえ

ば良いのだと。考慮すれば良いのだという単純な答えですけれども、今日ここで決めるお

話でないと思いますので、これらについて我々ももう少し勉強してきたいというふうに思

います。それから、野中幹事長から原則ということでのお話がなされましたけれども、私



どもといたしましても、なぜこういう法律があるかということと、それからわざわざ新市

事務所の位置についての考え方が述べられているということについては、やはり最も住民

が利便性を感じる場所。あるいは対外的にもそういう場所が望ましいのだということが原

則という言葉で表されたと思いますので、更に次の協議までに私どもも議論して参りたい

というふうに思います。 

○稲田委員 田沢湖の稲田です。それぞれの民間の委員の方々から非常に貴重なご意見を

はかれたと思います。私は協議案の第 6 号が、今、位置も全然明示されておりません。合

併を年度内に成就させるということであれば、せっかく今民間の方々が貴重なご意見をは

いてくれましたので、3 組長さん方で、暫時休憩して、今日提案して、その提案を持ち帰

るべきではないかと。そして各特別委員会なり、それぞれの地域に帰って、その案をお互

いに協議することによって合併が年度内に私は可能になると。そういうふうにいろいろな

話を聞いて判断しました。そういうことでありますので、3 首長さん方、今、こういう雰

囲気の中で、いわゆる全然明示されないものを持ち帰るわけにはいきませんので、そこの

あたりお話されて、今、角館の田口さんが言われたように、もう少しいろいろなことを分

析しながらやって、1 月一杯までに新市を決めれば良いということなのか、それとも今、

貴重な意見をはいてくれた方々の事を拝聴しながら、今日提案して、そして田口委員の法

律の解釈を合わせてやっていくと。そういう事でひとつの年度内合併というのが可能にな

ると。私はそう判断しましたけれども、3 首長さん方のご英断をお願いしたいということ

であります。 

○佐藤（宗）委員 合併の期日につきましては、皆さんが今年度末という事で全員一致の

ようでございます。会長さんを始めまして各委員の方々がこの事務所の位置につきまして

も、満場一致が理想ではございますけれども、私は投票もやむを得ないのではないかと思

っている一人でございます。いずれにしましても、前々から懸案でありました角館の住民

運動の議会が 30 日開かれるというふうに聞いておりますし、その後一両日中に速やかに、

今、休憩しならが話しあっても良いのですけれども、一両日中にこの問題を決着つけなけ

ればいけないというふうに思います。当然、間に合わなくなりますので、私はそのような、

どのような方向でいくかということは満場一致も理想であろうけれども、そのようなこと

も視野に入れながら、一両日中に、30 日を終えた時点において、決定に漕ぎ着けてがん

ばっていただきたいし、皆さんもがんばってもらいたいとそのように思います。 

○佐々木委員 ちょっとお伺いしたいのですけれども、今、稲田さんの方から、休憩でも

とって 3 首長が協議をしてということですけれども、正直言いまして、3 人でお話なさっ



てこの場に提案出来るような状態なのですか。そうでなければ休憩して協議しても何も意

味ないと思うのです。今日は皆の意見をまず聞いてという事が最初の議長さんの諮り方で

なかったですか。 

○稲田委員 私は、合併を年度内にやろうと。それは佐々木議員も、田沢湖も角館も年度

内にやることを危惧しているから、なんとかしてというような話だけれども、今日、全然

ここに提案しないで白紙で持ち帰って、そしてまたこの次に提案されて、そこで決定する

わけには行かないのです。また持ち帰る。そうすれば日数がかかりすぎるのでないかと。

そうすれば年度内合併といのは怪しい雲が出てくるのでないかという事です。出来れば、

3 首長さん方が提案したという形持ち帰る。それでも持ち帰ることが年度内合併に大きな

前進が出来るというふうに私は判断したので今、首長さん方にご相談をしてもらいたいと。

それが出来ないとなればそれで良いです。その事です。 

○会長 ただ今、協議する事については大事かなと。それで、尻切れチョンボで終るとい

うのもでありますので、ただ今の皆さんのご意見が出されている物を受け止めて協議し、

そして次に進めていくという方向も大事かなというふうに、一応は受け止めた所でありま

すけれども、そうした考え方で若干協議をして、振興局長さんにも入っていただいて、若

干協議をして、ご報告するということではいかがでしょうか。これ以上論議してもいろい

ろとまた、そうした課題が出てくると思いますので、そういう形で協議をして、ご報告し

て、今日は協議をしてもらう日になっていますので、そういうことでいかがでしょうか。

お諮りいたします。 

（「はい」という声あり） 

○会長 皆さんいかがですか。はいどうぞ。 

○武藤委員 今、議長が言っているのは、最終的にはどういう方法で決めようとしている

のか、そこをまず最初に明確にして欲しい。 

○会長 ただ今は事務所の位置を議題にして、皆さんからご意見を出していただいている

わけでありますが、最終的にはいろいろ提案をする方法をして決めなければいけないとい

うのは今の受け止め方です。ただし、提案する段階でも、今ご承知のように、角館さんの

住民の要求のいろいろな取り扱いについては、お話を伺いますと 30 日ということであり

ますので、そうした経過を踏まえて最終な提案をしていかなければいけないというのが、

今、受け止めている考え方です。 

○武藤委員 そうすれば角館の結論を待たなければ理由はどこにあるのですか。角館の議

会で決める事なのです。この委員達はほとんど関係ないです。協議会で位置を検討すると



きに、角館の問題をなぜここに。 

○会長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 15：30 

再開 16：01 

 

○会長 休憩以前に引続いて会議を再開いたします。ただ今、私どもと振興局長さんに参

加をいただきまして、ただ今皆さんからだされましたご意見を協議いたしましたところ、

事務所の位置の決定については、次の臨時協議会で決定方法を協議いたしたい。次の臨時

協議会を開催いたしまして、事務所の決定をする決定方法について、協議をしていきたい

と。こういうことで今日の結論といたしたいと思いますが、いかがでしょうか。ご説明は

ご理解いただけたでしょうか。ただ今いろいろ協議をいたしましたが、事務所の決定方法。

皆さんからいろいろ方法は提案とあるいは採決と方法があると思いますが、こうした方法

についても次の協議会で協議をいたしたい。方法を決定していくという事です。今、日程

の決定をいたしたいということで、そういう方法で了解を得ることができるとすれば 12

月 10 日の午後に臨時協議会を開催させていただきまして、新事務所の決定の方法につい

てを、決定していきたい。協議をし決定して行きたいという内容であります。はいどうぞ。 

○辻委員 角館の辻でございます。そうすればその日はまだ決定はしないのですか。決定

方法だけ決めてまだ決定しないという事ですか。 

○会長 決定方法をまず決定するというのが臨時協議会の考え方です。 

○辻委員 普通の常識で言えば、決定方法は今日決めて、その日臨時の時に決定しますと

いうのがですが、今日なぜ決められないのですか。決定方法を。 

○会長 その方法については、先程も若干お話が出されましたが、いずれ今 30 日のそう

した経過を踏まえて、そういう方法を決定していく事が大事だというご意見でございまし

た。 

○稲田委員 角館の動向は 30 日にひとつの方向付けができるということですね。決定方

法について決定するための臨時会。それも分からない訳でもないですれども、提案されな

い物の決定方法を決めるという事については、首長さん方はいつどこの段階でその事を提

案なされるのか、決定方法が決まればそれぞれの地域が手を上げて立候補して決めるのか。

首長さん方の提案ないままに法定協議会の委員の方々がそれぞれ自薦他薦であれして、そ

の決定方法によって決定するという事なのか。そこが分からない。 



○会長 臨時協議会で、先程申し上げましたように、そうした方法を決定するということ

でございますので、提案の方法で皆さんからいろいろ論議したものを纏めて、今の段階で

は提案方法に纏まる方法が無い訳であります。いわゆるこの次の会の中でいろいろ論議し

て最後的に提案をする方法に皆さんから意見を纏めて、そうしたご意見を出していただく

ことによって提案という方法も出てくるであろうし、あるいはまた、逆にいいますと選挙

で、そういう投票で決定する方法と、2 つの方法について次の臨時協議会で決定して行き

たいと。今日、ここで意見を統一して提案する所まで意見を纏めてこの席で提案すること

は可能でないわけでありますので。 

○稲田委員 提案はいいのです。今日の提案はいいのですが、30 日の角館の結論が出た

後に、首長さん方が相談して、提案する決定方法を 10 日の臨時会で決めて、合併と言う

もを前進させるのだということが伝わってくれば、私はそこで思ったら、いつも会長が言

うようにいろんなことを･･･。すんなり決まるかもしれないし、そこなのです。提案の内

容がなく、決定方法だけ決めてというのは、誰が提案するのかということです。必ず提案

しなければならない。 

○会長 暫時休憩いたします。 

 

休憩 16：09 

再開 16：30 

 

○会長 会議を再開いたします。先程、会議中に皆さんに提案いたしました、ただ今の問

題については、そういう事で次の臨時協議会を 12 月 10 日の午後から予定いたしまして、

協議をして参りたいということに確認をさせていただきます。いいですね。 

（「はい」という声あり） 

○会長 という事で確認をいたしました。まだございますのでもうひとつ提案をさせてい

ただきます。協議案件 61 号病院及び診療所の取扱いを議題といたします。事務局の説明

を願います。 

○事務局長 協議案第 61 号病院及び診療所の取扱いについて、協定項目 23 の 31 ですが

提案させていただきます。病院及び診療所の取扱いについて次のとおり提案する。時間も

だいぶ経過しておりますので、簡単に説明させていただきます。20 ページをご覧いただ

きたいと思います。病院診療所の取扱い。調整の内容。１、病院については新市に引き継

ぐものとし、名称を私立田沢湖病院、私立角館総合病院とする。２、病院事業については、



地方公営企業法の全部適用とし、事務の体制等については合併時までに調整する。３、診

療に係る諸証明の手数料、主な文書料でありますが、については、合併後に統一するよう

調整する。４、診療所については、新市に引き継ぐものとし、体制や運営等については合

併時までに調整するという内容であります。病院事業の状況でございますが、それぞれ町

立田沢湖病院、公立角館総合病院がございます。現況としましては、施設名、開設年月日、

所在地、敷地面積、建物面積、病床数、診療科目、職員数、一日平均入院患者数、一日平

均外来患者数はご覧のとおりであります。調整方針としましては、病院については、新市

に引き継ぐものとし、名称を市立田沢湖病院、市立角館総合病院とするという内容であり

ます。21 ページにまいりまして、予算形式は、田沢湖病院が、企業会計の財務適用であ

ります。角館総合病院が企業会計の公営企業法全部適用であります。15 年度決算額はご

覧のとおりであります。調整方針としましては、病院事業については、地方公営企業法の

全部適用とし、事務の体制等については合併時までに調整するという内容であります。次

に診療時間でありますが、多少違っておりますが、これにつきましては、公立角館病院が

午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分までございますが、これの調整方針は、診療時間は午前

8 時 30 分から午後 5 時 15 分に統一する。救急に関する告示であります。田沢湖病院が救

急告示病院。角館総合病院が救急告示病院と病院輪番制実施病院となっております。調整

方針は、救急業務は現状のまま継続するという調整方針であります。手数料の状況であり

ますが、診療に係る諸証明等であります。文書料、主なものでありますが、以下に掲げて

ありますとおり、各種証明書、処置料、診断書類であります。これにつきましてはご覧の

ように、田沢湖病院は公立角館総合病院の半額から 6 割程度の料金でございますが、調整

方針としましては、診療にかかる緒証明の手数料、主な文書料については、合併後に統一

するよう調整するという調整方針であります。次のページにまいりまして、使用料の状況

であります。これは使用料等で入院室の個室料金。いわゆる差額ベットの代金でございま

すが、田沢湖病院が 1 種類しかございません。個室が 2,100 円でございます。公立角館病

院はこのとおり 5 種類の特別室の料金がございます。調整方針としましては、療養環境等

に差異があるため現状のとおり存続するという事で、現状のとおりの料金ということにな

ります。診療所の状況でありますが、田沢湖町には歯科診療所としまして、田沢湖町歯科

診療所。これは町立田沢湖病院内にあります。予算形式は一般会計でございます。西木村

には、診療所としまして西明寺診療所、歯科診療所も併設しておりますが、西明寺診療所

がございます。桧木内診療所がございます。予算形式は普通会計の中の特別会計で運営し

ております。調整方針としましては、診療所については、新市に引き継ぐものとし体制や



運営については合併時までに調整するという内容でございます。以上、病院診療所の取扱

いについてご説明いたしました。 

○会長 説明が終りましたが、ご質問ご意見等頂戴いたしたいと思います。 

（「なし」という声あり） 

○会長 なしと言うことでございますので、継続で次の定例会で決定をするという事にな

りますので、そういう順序で進めて参りたいと思います。それでは今日いただきました、

6 号 60 号 61 号については審議の過程で申し上げましたようにそれぞれ継続審議をし、そ

れぞれの議題の中で進めて参りました方法でこの次に取扱いをしていくということにいた

したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○会長 異議なしという事でございますので、この 3 案については以上そういう事で決定

いたします。なお 31 号については先程説明したとおりでございますので省略いたします。 

○事務局長 それでは本日の協議内容について確認いたします。報告第 30 号平成 16 年度

田沢湖・角館・西木合併協議会補正予算第 1 号については、原案とおり承認いただきまし

た。報告第 31 号新市建設計画（案）についてはご承認いただきました。今後、県から承

認がありしだい協議会で決定して参りたいと思っております。協議案第 6 号新市の事務所

の位置について継続協議でありますが、これは 12 月 10 日金曜日、先程決まりましたが、

臨時協議会を開きまして、事務所の位置の決定の方法について決定していくという事であ

ります。協議案第 60 号事務組織及び機構の取り扱いについて。協議案第 61 号病院及び診

療所の取り扱いについて。これらは本日提案いたしましたので、次回の定例協議会になる

と思いますが、そこでご確認いただきたいと思います。以上であります。次回の協議会は

12 月 10 日金曜日に田沢湖町で開催いたす予定でありますので、どうかよろしくお願いい

たします。その後 12 月 24 日は定例協議会を開催する予定でございますのでよろしくお願

いいたしたいと思います。ただ今申しました 12 月 24 日は議会の関係もございますので、

予定でありますので次回にでもはっきりした日程を決定いたしたいと思っております。そ

れでは、本日は長い間大変ご苦労さまでございました。これをもちまして、第 18 回田沢

湖・角館・西木合併協議会を終了させていただきます。どうもご苦労さまでした。 
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